
 

AXIA EXPO 2025 愛知県パビリオン 出展企業募集要項 
 

１．目的 

2025 年６月に愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催される国際産業展示会

「AXIA
アクシア

 EXPO
エキスポ

 2025」の「スマートファクトリー展」において、愛知県パビリオンで

県内企業・スタートアップによる展示等を行い、出展企業や来場者の交流促進やイ

ノベーションの創出につなげる。 

 

２．展示会の概要 

名称：AXIA
アクシア

 EXPO
エキスポ

 2025 

会期：2025 年６月４日（水）～６日（金） 

会場：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）（常滑市セントレア 5丁目 10 番１号） 

主催：AXIA EXPO 実行委員会 

（日刊工業新聞社、愛知県、中部圏水素利用協議会、愛知国際会議展示場、 

モノづくり日本会議） 

 

３．愛知県パビリオンの概要 

（１）パビリオン構成 

①県の産業施策、主要プロジェクト等のパネル展示 

②県内企業・スタートアップの展示（企業 30 社、スタートアップ 10 社程度） 

（２）パビリオン全体の規模 

60 小間程度（県内企業・スタートアップの展示部分は 40 小間程度） 

  ※小間数等は目安であり、変動する場合がある。 

 

４．応募資格 

以下の全てに該当する企業とする。ただし、応募多数の場合は、中小企業（※１）・

スタートアップを優先する。 

（１）愛知県内に本社または主たる事業所（※２）を有する企業であること。 

（２）AXIA EXPO 2025 において、生産設備、IoT、素材、部品加工、DX など主に製

造業をターゲットにした製品や技術、ソリューションを積極的に PR すること

ができ、商談・交流に意欲があること（出展分野の詳細は別紙を参照）。 

※１「中小企業」とは、中小企業基本法第 2 条第 1 項第 1 号から第 4 号のいずれかに該

当する中小企業者をいう。 

※２「主たる事業所」とは、製造、設計、開発等の拠点とし、営業所、代理店は含まない。

スタートアップの場合は、STATION Ai 等愛知県内のインキュベーション施設への入居

（リモート登録含む）があれば、条件を満たすものとする。 

  



５．費用負担 

（１）県が負担する費用 

出展料の一部、パビリオン共通装飾施工費、企業ブース基本装飾施工費 

パンフレット作成・印刷費 

（２）出展者が負担する費用 

出展料 1小間あたり 100,000 円（税込）及び「（1）県が負担する費用」以外 

の費用（旅費、輸送費、会場で配布する自社資料・サンプル等の製作費、保険

料等） 

 

６．申込方法 

出展申込書に必要事項を記入のうえ、下記の提出先に電子メールにて申し込むこ

と。件名は「AXIA EXPO 2025 愛知県パビリオン出展申込」とすること。 

 

（問合せ・申込先） 

愛知県庁経済産業局産業部産業振興課 

グローバルインダストリー・調整グループ 

メールアドレス：sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp 

電話：052-954-6340 

 

７．募集期間 

2025 年２月 12 日（水）から 2025 年２月 28 日（金）まで 

※応募状況により募集期間終了前であっても申込受付を終了することがある。 

 

８．結果通知 

  出展企業の選定を行い、３月末頃に結果を通知します。 

  また、出展が決定した企業に対する出展説明会を４月に開催予定です。 

 

９．注意事項 

（１）ブースの共通装飾の施工は、愛知県が別途委託する事業者が行う。出展者が

独自に必要とするもの（展示用模型、ポスター等）は、委託事業者と調整の上

出展者において用意すること。なお、場所等の制約上、展示物が制限される場

合がある。 

（２）出展決定後は、原則出展の取消しは認めない。 

（３）出展に際しては、ブースにおいて自社製品や保有技術の説明、商談ができる

担当者を常時１人以上必ず配置すること。 

（４）展示・運営などの詳細は、出展企業決定後の出展者説明会で説明する。 

（５）主催者が定める出展規定、愛知県からの指示、その他の規則等を遵守し、安

全かつ快適な展示会運営に協力すること。 

（６）申込書に虚偽の記載が認められた場合や、注意事項に違反した場合、正当な

理由なく愛知県の指示に従わない場合などは、出展決定を取り消すことがある。 

  



（７）次の要件を全て満たす場合のみ応募できるものとする。 

  ア 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でない。 

  イ 国税及び地方税を滞納していない。 

  ウ 宗教活動または政治活動を主たる目的とした者でない。 

  エ 暴力団又は暴力団の統制下にある者でない。 

（８）感染症の拡大や国際情勢の悪化等の新たな事態が生じた場合、AXIA EXPO 2025

への出展方法の見直しを行う場合がある。なお、AXIA EXPO 2025 の中止や出展

の見直し等如何なる理由で出展できなかった場合においても、愛知県が負担す

る出展料と共通装飾の施工を除く出展準備等にかかる費用は出展企業の自己

負担とする。 

（９）本事業に関して発生したいかなる損害についても、愛知県に請求できないも

のとする。必要に応じて自己負担により損害保険に加入すること。 

（10）展示に際して、第三者との間で紛争を生じた場合、愛知県は一切の責任を負

わないものとする。 

（11）提出された個人情報は、法令の定めのある場合や本人の同意のある場合を除

き、愛知県において、目的外利用や関係者を除く第三者への提供は行わないも

のとする。 

 

 


